
●佐世保市立崎辺中学校ＰＴＡ会則 
 

第１章 総則 

 

第１条（名称） 

本会は、佐世保市立崎辺中学校ＰＴＡと称し、事務局を崎辺中学校に置く。 

 

 

第２章 目的及び活用 

 

第２条（目的及び活動） 

本会は、学校と家庭との緊密な連携・協力のもとに、本校生徒の福祉を増進するとともに、会員相互

の研修を図り、民主教育を推進することを目的とする。 

 １ 生徒並びに会員の福祉厚生に努める。 

 ２ 生徒の校外生活の善導に努める。 

 ３ 教育的環境の浄化を図る。 

 ４ 会員相互の教養の向上並びに親睦を図る。 

 

 

第３章 会員 

 

第３条（会員） 

本会の会員は、次に定めるものとする。 

 １ 正会員  本校に在籍する生徒の両親または保護者と本校職員 

 ２ 特別会員 本会の主旨に賛同する者を実行委員会の同意を得て、会長が決定した者。 

 

 

第４章 会費 

第４条（会費） 

１ 本会の経費は、会費・その他の収入をもってあてる。 

２ 本会の会費は細則をもって定める。 

 

 

第５章 役員 

 

第５条（役員） 

本会に次の役員を置く。任期は１年とし、欠員に伴う補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 １ 会長  １名 

 ２ 副会長 ４名    

 ３ 幹事  若干名 

 ４ 会計  １名 

 ５ 監査  ３名 

 ６ 顧問  学校長 

 

第６条（役員の資格及び任務） 

 １ 役員は、本会の正会員であること。 

 ２ 役員の任務は次のとおりとする。 

・会長  本会の会員を代表し、本会を統轄し、総会および実行委員会その他必要な会を招集 

する。 



・副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

・幹事  本会の庶務をつかさどる。 

・会計  本会の経理をつかさどり、財産を管理する。 

・監査  本会の会務並びに会計を監査する。 

 

第７条（役員の選出） 

 １ 役員は、第１５条によって選考された候補者により総会において選出する。 

 ２ 前項役員に立候補する者又は推薦しようとする者は、第１５条に定める役員選考委員会に届

けなければならない。 

 

 

第６章 会議 

 

第８条（会議） 

本会に、次の会議を設ける。 

 １ 総会 

 ２ 実行委員会 

 ３ 専門委員会 

 ４ 地区別ＰＴＡ 

 ５ 学年ＰＴＡ 

 ６ 役員候補者選考委員会 

 

第９条（総会） 

 １ 総会は、会の最高議決機関であって、年一回会長が招集する。ただし、実行委員会が必要と認

めた場合または過半数の地区別ＰＴＡの要求があった場合、会長が臨時に招集する。 

 ２ 総会は次のことを行う。 

  ①規約の決定並びに変更 

  ②役員の選出 

  ③予算及び決算の承認 

  ④年行事の審議決定 

  ⑤その他目的達成に必要な事項の決定 

 

第１０条（実行委員会） 

 １ 実行委員会は、役員、地区委員長、各学年正副委員長、専門部正副委員長及び教職員若干名を

もって構成する。 

 ２ 実行委員会の任務は次のとおりとする。 

  ①各事業の計画 

  ②地区別ＰＴＡ、学年ＰＴＡ、専門委員会によって立案された事業計画を審議する。 

  ③予算案の作成、その他総会に承認を求める重要事項の審議 

  ④その他緊急事項の処理をする。 

 

第１１条（専門委員会） 

 １ ＰＴＡ活動を専門分化するために、文化教養部、生活指導部、保健体育部、環境整備部の４部

の専門部を設ける。 

 ２ 役員、地区委員長、学級委員長は、前項何れかの専門委員となる。 

 ３ 各専門委員会は、委員の互選により正副委員長を定める。それぞれの専門委員会は、事業を

計画し、実行委員会の承認を得て実施する。 

 ４ その他委任された事項の処理をする。 

 



第１２条（地区別ＰＴＡ） 

 １ 地区別会員で構成し、地区委員長が統轄する。 

 ２ 会は各地区の教育的環境を整備し、生徒の福祉増進に寄与するとともに、相互の文化的向上

を図り、生徒の善導に資する。 

 ３ 各地区別に、正会員中より正副委員長及び委員若干名を選出し、会の連絡にあたり、運営を

円滑にする。 

 

第１３条（学年ＰＴＡ） 

 １ 学年ＰＴＡは各学年別とし、当該学年会員及び担当教職員をもって構成する。 

 ２ 学年ＰＴＡは学年総会、学年委員会とし、学年委員長が統轄する。 

 ３ 学年総会は、毎学期１回以上開くことを原則とし、当該学年の教育的環境を整備し、生徒の

福祉増進に寄与する。 

 ４ 学年委員会は、第１４条により選出された学級委員と当該学年担当教職員において構成し、

委員長１名、副委員長２名を互選する。 

 ５ 学年委員会は必要に応じ開催し、次のことを処理する。 

  ①学年ＰＴＡによって立案された事業計画を審議する。 

  ②学年総会に提案する報告事項の審議 

  ③その他委任された事項の処理 

 

第１４条（学級ＰＴＡ） 

 １ 学級ＰＴＡは、当該学級会員と担当教職員で構成し、学級の教育環境を整備し、生徒の福祉

増進を図る。 

 ２ 会は学級委員が司会し、必要に応じ開催する。 

 ３ 学級ＰＴＡは、学級４名ずつの学年委員を互選する。学級委員は第１３条の委員となる。 

 

第１５条（役員候補者選考委員会） 

 １ 選考委員会委員長は会長と校長が協議の上、会長が委嘱する。 

 ２ 役員候補選考委員会は、役員候補者を選考し、総会に諮り決定する。 

 ３ 役員候補選考委員会の構成は、次のとおりとする。 

  ①各地区代表者 ７名（西天神１、２、３、４、東浜１、２、十郎新町 から各１名） 

  ②各専門部長  ４名（文化教養、生活指導、保健体育、環境整備 から各１名） 

  ③各学年委員  ３名（１学年、２学年、３学年 から各１名） 

  ④教職員    １名 

 

 

第７章（会計） 

 

第１６条（会計） 

 １ 本会の経費は、会員の会費及び補助金その他をもってあてる。ただし、事情によって経費を

減免することができる。 

 ２ 本会の会計年度は４月１日から翌３月３１日までとする。 

 ３ 本会の予算・決算は総会の承認を経なければならない。 

 

 

第７章（会則） 

 

第１６条（会則の改正） 

 本会の会則は、総会の決議を経なければ変更することはできない。 

 



 

第８章 （個人情報） 

 

第１７条（個人情報の取扱い） 

 １ 個人情報の取り扱いについては別に定める「佐世保市立崎辺中学校ＰＴＡ個人情報取扱規則」

による。 

 ２ 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については規則の定

めにより適正に運用するものとする。 

 

附 則 

 １ 本則は昭和５９年５月１２日より実施する。 

 ２ 本会に必要な細則は別に定める。 

 ３ 一部改正（昭和６１年４月２６日） 

・第１３条３項 ２名→４名 

 ４ 一部改正（平成５年４月２４日） 

  ・第１条     育友会→ＰＴＡ 

  ・第４条     幹事２名→若干名 

  ・第１４条２項   各小学校区代表３名、教職員代表１名計７名により構成し・・・、 

→各地区代表者各１名教職員代表１名により構成し、… 

 ５ 一部追加（平成８年４月１９日） 

・実行委員会には地区より２名出席を可とする。 

 ６ 一部改正（平成９年４月１８日） 

・各地区委員長、各専門部長、各学年委員長を同時に兼任できないこととする 

 ７ 一部改正（平成１０年４月２０日） 

  ・第１４条２項 各地区代表者１名→各地区代表者２名 

 ８ 一部改正（平成２６年４月１８日） 

  ・第６条１項 会長・副会長・監査→役員 

  ・第６条３項 削除 

 ９ 一部改正（平成２９年４月２０日） 

  ・第１４条２項  役員候補者選考委員会は、各地区代表者各２名、教職員代表１名により構

成し、役員候補者を選考し総会に諮り決定する。 

→役員候補選考委員会は、役員候補者を選考し、総会に諮り決定する。 

  ・第１４条３項 追加 

役員候補選考委員会の構成は次のとおりとする。 

         ①各地区代表者 ７名（西天神１,２,３,４、東浜１,２、十郎新町から各１名） 

         ②各専門部長  ４名（文化教養、生活指導、保健体育、環境整備から各１名） 

         ③各学年委員  ３名（１学年、２学年、３学年から各代表１名） 

         ④教職員    １名 

 

１０ 一部改正（令和６年４月２６日） 

・ＰＴＡ会費に関する事項を追加（第４条） 

・副会長４名の性別等の内訳に関する規定を廃止（第５条） 

・個人情報の取扱いに関する事項を追加（第１７条） 

   

 

 

 

 

 



●佐世保市立崎辺中学校ＰＴＡ細則 
 

第１条 総会は構成人員の３分の１以上をもって成立する。ただし、委任状を認める。実行委員会

は構成人員の３分の１以上をもって成立する。 

 

第２条 総会・実行委員会の議決は、出席者の過半数の同意により決定する。 

 

第３条 実行委員会で必要と認めた場合は、学校長以外に顧問をおくことができる。 

 

第４条 慶弔に関する事項は別に定める。 

 

第５条 ＰＴＡ会費は、児童１名につき月額４００円(年額４,８００円)とする。 

２ 同一生計に属する児童・生徒が２人以上ある場合、第２子以降は月額２００円(年額２,４０

０円)とする。 

 

第６条 旅費に関する事項は別に定める。 

 

附 則 

１ 本細則は昭和５９年５月１２日から実施する。 

２ 一部改正（令和６年４月２６日） 

 ・ＰＴＡ会費に関する規定を追加 

・旅費に関する規定を追加 

 

 

 

 

●佐世保市立崎辺中学校ＰＴＡ慶弔規程 
 

第１条 転退職教職員に対しては、記念品料を贈呈する。記念品料は３,０００円とする。 

 

第２条 実行委員会の委員を３年勤続した会員、もしくは断続５年した会員で、本会を退会する会

員には感謝状と記念品を贈呈する。 

 

第３条 死亡の際の香典は、下の基準によるものとする。 

１ 会員死亡の場合（配偶者も含む）……５,０００円 

２ 在学生徒の場合        ……５,０００円 

 

第４条 その他特別の事情によるものについては、必要に応じ実行委員会に諮って定める。ただし、

緊急の場合は事後実行委員会承認を得るものとする。 

 

附 則 

１ 本規程は昭和５９年５月１２日から実施する。 

２ 一部改正（令和６年４月２６日） 

 ・佐世保市立崎辺中学校ＰＴＡ慶弔規定を佐世保市立崎辺中学校ＰＴＡ慶弔規程に名称変更 

 

 



●佐世保市立崎辺中学校ＰＴＡ個人情報取扱規則 

 

 

第１条（目的） 

この個人情報取扱規則（以下「本規則」という。）は、佐世保市立崎辺中学校ＰＴＡ（以下「本会」

という。）が取得・保有する個人情報の適正な取り扱いに関する基本的事項を定める。本規則により

事業の円滑な運営を図るとともに、個人情報の適正な収集・利用・管理を図り、もってプライバシー

の保護を実現する事を目的とする。 

 

第２条（指針）  

本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、個人情報保護法に則って運用管理を行

い、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。 

 

第３条（周知）  

本会において取得・保持する個人情報の取扱方法については、総会資料または広報資料など適切

な方法により会員に周知する。 

 

第４条（定義）  

本規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１)個人情報：生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の

記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの（当該情報

のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別で

きることとなるものを含む。）をいう。 

(２)保有個人情報：本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を

行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人

又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為

を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。 

(３)本人：前項の個人に関する情報により識別可能となる特定の個人または未成年者個人の保護者

をいう。 

(４)役員：本会の役員会を構成する者をいう。 

(５)委員：本会の委員会を構成する者（役員を含む）をいう。 

(６)教職員代表：本会の役員会及び委員会に出席する教職員の代表者をいう。 

(７)従業者：本会の指揮命令を受け、本会の業務に従事する者をいう。 

 

第５条（管理者） 

本会における個人情報保護管理者は、本会会長とする。 

２. 個人情報保護管理者は、本会における個人情報の収集、利用、管理および保存ならびに開示お

よび訂正の請求に対し、適正に処理する責務を負う。 

 

第６条（取扱者）  

本会における個人情報データベース取扱者は、本会役員・委員長とする。 

 

第７条（利用） 

本会では個人情報を次の目的のために利用する。 

(１)ＰＴＡ会費請求、管理業務等に関する連絡 

(２)本会の事業に関する文書等の送付 

(３)本会役員・委員・会員名簿等の作成 

(４)本会役員・委員選出等の推薦活動 

(５)各種当番表、班表等の作成 



(６)各種イベントの名簿等の作成 

(７)ホームページや広報紙への掲載 

(８)問い合せまたは依頼等への対応 

(９)その他、事前にお知らせし、同意を頂いた目的の場合 

 

第８条（個人情報の利用の制限） 

本会は、収集した個人情報を事前に定めた目的以外に利用しない。ただし次の各号のいずれかに

該当するときはこの限りではない。 

(１)法令に基づく場合 

(２)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき 

(３)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき 

(４)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行するこ

とに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす

おそれがあるとき 

 

第９条（個人情報の取得） 

本会が取り扱う個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決め本人に明示

の上、同意を得ることとする。 

(１)氏名 

(２)電話番号 

(３)メールアドレス 

(４)銀行口座情報 

(５)ＰＴＡ役員・委員の履歴 

(６)会員の子である児童の氏名、学年、クラス、兄弟姉妹 

(７)その他必要とするもので同意を得た事項 

２. 前項の規定にかかわらず、要配慮個人情報等を収集する場合は、あらかじめ別途本人の同意を

得るものとする。 

 

第１０条（管理と保管） 

個人情報保護管理者は、個人情報の安全確保および正確性の維持のため、次の号に掲げる事項に

ついて適正な措置を講じなければならない。 

(１)紛失、破損その他の事故防止 

(２)改ざんおよび漏洩の防止 

(３)個人情報の正確性および最新性の維持 

(４)不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去 

２. 本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、原則として委託

契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対

する必要かつ適切な監督を行うものとする。 

 

第１１条（保管及び持ち出し等） 

個人情報データベース・個人データを取り扱う電子機器等については、次の号に掲げる事項につ

いて適正な措置を講じなければならない。 

(１)電子機器等のＯＳを最新状態に保つ。 

(２)電子機器等にセキュリティソフトを導入し最新状態に保つ。 

(３)個人情報データベース・個人データにはパスワードを設定し管理をする。 

(４)個人情報データベース・個人データへのアクセス権は、個人情報の取り扱い権限に応じた管

理をする。 



(５)個人情報データベース・個人データの持ち出し、電子メール添付時などには、パスワードを 

設定するなど適切な管理をする。 

 

第１２条（第三者提供の制限） 

本会は、次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供

してはならない。 

(１)法令に基づく場合 

(２)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき 

(３)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき 

(４)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行するこ

とに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす

おそれがあるとき 

２. 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、

第三者に該当しないものとする。 

(１)本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する

場合 

(２)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用さ

れる個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の

管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容

易に知り得る状態に置いているとき 

３. 本会は、前項第２号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について責任を有す

る者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は

本 人が容易に知り得る状態に置くものとする。 

 

第１３条（第三者へ提供に係る記録の作成等） 

個人情報を第三者（第１２条第１号から第４号の場合及び都道府県、区市町村などの行政機関を

除く）に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。 

(１)第三者の氏名 

(２)提供日付 

(３)提供対象者の氏名 

(４)提供情報の項目 

(５)提供対象者の同意を得ている旨 

 

第１４条（第三者提供を受ける際の確認等） 

個人情報を第三者（第１２条第１号から第４号の場合及び都道府県、区市町村などの行政機関を

除く）から提供を受けたときは、次の項目について記録を作成し保存する。 

(１)第三者の氏名/住所 

(２)第三者が個人情報を取得した経緯 

(３)提供対象者の氏名 

(４)提供情報の項目 

(５)提供対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要とする。） 

 

第１５条（秘密保持義務） 

個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に

知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

 



第１６条（情報開示等） 

本会は、本人から当該本人に係る保有個人情報について、書面または口頭により、その開示（当該

本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）の申

し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。た

だし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない

ことができる。 

(１)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

(２)本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

(３)他の法令に違反することとなる場合 

 

 

第１７条（個人情報の訂正または削除請求） 

本会は、保有個人情報の開示を受けた者から、書面または口頭により、個人情報の訂正、追加、削

除または利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を

行い、その結果を申出者に対し、書面により通知するものとする。 

２．本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものと

する。 

３．名簿等として既に配布しているものについての個人情報の訂正、追加、削除または利用停止を

行う場合は、訂正、追加、削除の連絡をすることでこれにかえる。 

 

第１８条（漏えい時等の対応） 

本規程に違反する事実または違反するおそれがあることを発見した会員は、その旨を個人情報保

護管理者に報告するものとする。 

２．個人情報保護管理者は、前項による報告内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞な

く本会会長に報告するとともに関係部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。 

 

第１９条（苦情の処理） 

本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

 

第２０条（研修） 

個人情報保護管理者は、本会役員、委員、その他個人情報を取り扱う従業者に対して、定期的に、

個人情報の取り扱いに関する留意事項について研修を実施するものとする。 

 

第２１条（改定） 

本規則は、法令の改正または実務上の不備が発生した場合には、本会実行委員会で協議・検討し、

改定することができる。本規則を改定した場合は、第３条に定める周知の方法をもって会員へ周知

するものとする。 

 

附 則 

本規則は、令和６年４月２６日より施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



●佐世保市立崎辺中学校ＰＴＡ旅費規程 
 
 
第１条（目的） 
この規程は、佐世保市立崎辺中学校ＰＴＡ（以下「ＰＴＡ」という。）の発展や関係団体との交流

等を目的として、ＰＴＡを代表して研修会等に参加する場合の旅費の支給方法について定める。 
 
 
第２条（旅費の支給） 
ＰＴＡ会員が活動をした場合に旅費を支給する。 

 
 
第３条（旅費の種類） 
旅費の種類は交通費および宿泊費とする。 

 
 
第４条（交通費） 
交通費の計算は、用務地に到着するための距離、所要時間、利用の便などを考慮した上で、経済的

及び合理的な経路および方法によるものとし、次の各号に定める金額を支給する。 
（１）崎辺中学校校区内 ＝ 支給しない 
（２）佐世保市内 ＝ １人１回あたり５００円 
（３）佐世保市外 ＝ 実費（実行委員会の事前決定を要する。ただし緊急の場合は会長の事前承認

と実行委員会への事後報告と承認を要する。） 
（４）その他 ＝ 有料駐車場等への駐車を要した場合などはその実費を支給する。（領収書等の提出

により、実行委員会への事後報告と承認を要する。） 
 
第５条（宿泊費） 
用務の遂行のために宿泊を要した場合は、佐世保市旅費条例の規定による宿泊料（２等級）の金

額を上限とし、その全部または一部を宿泊料として支給する。（実行委員会の事前決定を要する。た
だし緊急の場合は会長の事前承認と実行委員会への事後報告と承認を要する。） 
 
第６条（その他） 
この規程に定めるもののほか、用務の遂行に特に必要と認められるものについてはその実費を支

給する。（実行委員会の事前決定を要する。ただし緊急の場合は会長の事前承認と実行委員会への事
後報告と承認を要する。） 
 
附 則 
  この規程は、令和６年４月２６日から施行する。 
 

【参考】佐世保市旅費条例 
 
（宿泊料） 
第 14条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表第１の定額により支給する。 

 
別表第１ 

●旅費額表 

等級 職員の区分 宿泊料（１夜につき） 

２等 １等に該当する職員以外の職員 10,900円 

 


